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●表８　日影規制の種別

●表７　斜線制限の種類（建築基準法第56条）
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　日影規制とは、日照の確保を目的として都の条例（東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条
例）で定められている制限です（表８）。
　例えば、第一種中高層住居専用地域内で高さ10ｍを超える建築物は、日影規制の種別が（一）ならば、冬至日
の午前８時から午後４時までの間において、地盤面から４ｍの位置で、敷地境界線から５ｍを超え10ｍの範囲
にあっては3時間以上の日影、10ｍを超える範囲にあっては2時間以上の日影を生じさせてはならない、と規制し
ています（図4）。


